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令和元年10月8日更新

件名　：　海の中道海浜公園官民連携推進事業

No. 質　問　事　項 回　　答

14

【P17　公募設置等指針　2.4.3】
既存の事業者と同様な提案がなされた場合、どのような取り扱いになるのでしょ
うか。
また類似の計画があった場合、調整して頂けるのでしょうか。

公募設置等指針に記載のとおり、選定委員会での意見等を踏まえ、国が
公募設置等予定者を決定します。その後、公募設置等計画の認定までの
間に公募設置等予定者と個別対話を行い、協議を行うこととしていま
す。協議の中で、関係者等と場所や時期の調整を行う場合があります。
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